
  
 

復興まちづくり計画（第二次）策定の検討体制について 
 
 
 
１．双葉町復興まちづくり計画（第二次）の策定イメージ 

 

 Ⅰ．総論 

第１章 計画の策定に当たって 

第２章 双葉町の復興まちづくりの理念と基本方針 

第３章 双葉町への帰還に向けて 

Ⅱ．町民一人一人の復興に向けて 

 第４章 不自由な避難生活の改善に向けた取組 

 第５章 町民のきずなの維持・発展に向けた取組 

 第６章 ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの思いをつなぐ取組 

Ⅲ．町の復興に向けて 

 第７章 復興まちづくりの考え方 

第８章 復興まちづくりに向けた取組 

Ⅳ．「町民一人一人の復興」と「町の復興」の実現に向けて 

第９章 今後の進め方 
 
 
 

２．体制 

 

意見意見 意見聴取

２.策定体制

１.検討体制

復興町民委員会

人の復興部会 町の復興部会

事務局
（復興推進課）

復興まちづくり計画推進会議
・課題整理
・意見聴取
・素案作成

復興町民委員会

人の復興部会 町の復興部会

検討依頼

双葉町（決定主体）

有識者会議同幹事会

計画案提出

答申計画案の諮問

復興まちづくり計画推進会議

 

６月２４日に第１回委員会を開催。 

その後、秋にかけて委員会・部会それぞれ３回

程度ずつ開催。意見聴取。 

１１月頃に諮問・答申 

議会 協議 

資料４ 


